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市 の 人 口●129,703人（＋278人）
市の世帯数●58,177世帯（＋190世帯）
平成30年11月1日現在（ ）は10月との増減

ス
カ
イ
ア
リ
ー
ナ
座
間
の
紅
葉

※新聞を購読されている方には、 新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み　申込専用電話　1046（252）8684（市政戦略課）
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス　70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中

今年を振り返って
　今年も、残すところ、あとわずかとなりました。
　振り返ると、「大凧まつり」や「ひまわりまつり」に市内外から多くの方が訪れ、大変にぎわいました。
　2月には「新消防庁舎」、4月には「上下水道局庁舎」が完成した他、3月に開業した大型商業施設の交通渋滞
に対応するための道路整備を行いました。さらに、8月には部署の垣根を超えて子育て世代をサポートする、子
育て世代包括支援センター「ネウボラざまりん」を開設しました。
　来年も引き続き、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

次号 1 月 1 日号の戸別配布は、平成31年 1 月 1 日以前にお届けする場合があります。

市民生活を便利にする施設の整備を行いました。

市役所閉庁中 (12月29日 (土) 〜平成31年 1 月 3 日 (木) ) の問い合わせ先

☎046(255)1111(代表)
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ご
み
な
ど
の
年
末
最
終
収
集

日
（
上
段
）
と
年
始
最
初
の
収

集
日
（
下
段
）
は
左
表
の
通
り

で
す
。

　

収
集
日
程
が
変
更
と
な
っ
て

い
る
場
合
が
あ
る
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
な
お
、今
年
度
は
、

日
曜
日
に
臨
時
収
集
を
行
う
地

域
が
あ
り
ま
す
。

　

排
出
は
、
決
め
ら
れ
た
日
の

午
前
８
時　

分
ま
で
に
お
願
い

３０

し
ま
す
。

し
尿
な
ど
の

年
末
年
始
収
集
日
程

○
し　

尿　

▽
年
末
＝　

月　
１２

２８

日
（
金
）
正
午
ま
で
▽
年
始

＝
１
月
４
日
（
金
）
か
ら

○
生
活
排
水　

▽
年
末
＝　

月
１２

　

日
（
日
）
正
午
ま
で
▽
年

３０始
＝
１
月
５
日
（
土
）
か
ら

○
高
齢
者
等
戸
別
収
集　

▽
年

末
＝　

月　

日
（
日
）
ま
で

１２

３０

▽
年
始
＝
１
月
４
日
（
金
）

か
ら

　

普
段
の
生
活
の
中
で
も
、
次

の
こ
と
に
注
意
し
て
、今
一
度
、

火
に
対
す
る
意
識
を
見
直
し
ま

し
ょ
う
。

住住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
防防防防防防防防防防防
火火火火火火火火火火火

いいいいいいいいいいい
ののののののののののの
ちちちちちちちちちちち
ををををををををををを
守守守守守守守守守守守
るるるるるるるるるるる

７７７７７７７７７７７
つつつつつつつつつつつ
ののののののののののの
ポポポポポポポポポポポ
イイイイイイイイイイイ
ンンンンンンンンンンン
トトトトトトトトトトト

３
つ
の
習
慣

　●
 

寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
し
な

い
。

　●
 

ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用

す
る
。

　●
 

ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消

す
。

４
つ
の
対
策

　●
 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
。

　●
 

寝
具
お
よ
び
衣
類
、
カ
ー
テ

ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

　●
 

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど

を
設
置
す
る
。

　●
 

高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な

方
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
る
。

　

忙
し
い
年
末
に
は
、
火
を
使

用
す
る
機
会
が
増
え
る
た
め
、

火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま

す
。

　

市
消
防
本
部
で
は
、　

月　
１２

２５

日
（
火
）
〜　

日
（
月
）に「
忘

３１

れ
て
な
い
？　

サ
イ
フ
に
ス
マ

ホ
に
火
の
確
認
」
の
全
国
統
一

防
火
標
語
の
下
、
市
消
防
団
、

立
野
台
地
区
女
性
消
防
隊
と
共

に
「
歳
末
火
災
特
別
警
戒
」
を

実
施
し
ま
す
。
同
警
戒
期
間
中

は
、
消
防
車
で
市
内
を
巡
回
し

防
火
啓
発
を
行
う
他
、
消
火
栓

や
防
火
水
槽
な
ど
の
確
認
、
狭

い
道
路
の
駐
車
状
況
調
査
お
よ

び
支
障
車
両
の
撤
去
指
導
な
ど

を
行
い
ま
す
。

　

年
齢
に
よ
り
筋
力
、
認
知
機

能
な
ど
心
身
の
活
力
が
低
下
し

た
状
態
を
フ
レ
イ
ル
と
言
い
ま

す
。

　

要
介
護
状
態
へ
と
つ
な
が
る

フ
レ
イ
ル
の
兆
候
を
見
つ
け
る
、

東
京
大
学
監
修
の
イ
ベ
ン
ト「
フ

レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
」
の
担
い
手

と
な
る
「
フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ

ー
」の
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
は
フ

レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
で
行
う
体
力

測
定
の
補
助
な
ど
を
行
い
ま
す
。

○
と　

き　

平
成　

年
２
月
７

３１

日
（
木
）
午
後
１
時　

分
〜

３０

４
時
・　

日
（
木
）
午
後
１

２１

時　

分
〜
４
時　

分
（
全
２

３０

３０

回
）

○
と
こ
ろ　

市
民
健
康
セ
ン
タ

ー
２
階　

保
健
・
健
康
相
談

室
○
対　

象　

市
内
在
住
・
在
学
・

在
勤
者

○
定　

員　
　

人（
多
数
抽
選
）

２５

○
参
加
費　

無
料

○
申
込
方
法　

電
話
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
直
接
担
当
へ

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
お
よ
び　

歳
未
満
の
任
意
加

６５

入
被
保
険
者
は
、
付
加
年
金
に

加
入
し
、
月
額
４
０
０
円
の
付

加
保
険
料
を
追
加
納
付
す
る
こ

と
で
、　

歳
か
ら
受
給
す
る
老

６５

齢
基
礎
年
金
の
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
加
入
者
は
、
付

加
保
険
料
と
し
て
納
付
し
た
金

額
の
２
分
の
１
が
毎
年
の
老
齢

基
礎
年
金
額
に
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
付
加
年
金
の
加
入

は
、
申
込
日
の
属
す
る
月
か
ら

と
な
り
ま
す
。

※
厚
生
年
金
加
入
者
お
よ
び
そ

の
被
扶
養
者
で
あ
る
第
３
号
被

保
険
者
、
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
を
受
け
て
い
る
方
、
国
民

年
金
基
金
加
入
者
は
対
象
外
。

○
申
込
方
法　

身
分
証
明
書（
持 

っ
て
い
る
方
は
年
金
手
帳
）、

印
を
直
接
担
当
へ

　

人
権
意
識
の
高
揚
を
目
的
と

し
て
、
ミ
ス
ユ
ニ
バ
ー
ス
２
０

０
７
日
本
代
表
の
森
理
世
さ
ん

を
講
師
に
招
き
、
「
心
と
心
を

あ
わ
せ
よ
う
〜
世
界
各
国
笑
顔

で
伝
え
る
気
持
ち
〜
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
講
演
会
を
開
催
し
ま

す
（
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ

り
）
。

○
と　

き　

平
成　

年
１
月　

３１

２２

日
（
火
）
午
後
２
時　

分
〜

３０

４
時
（
午
後
２
時
開
場
）

○
と
こ
ろ　

ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー

ル
座
間　

小
ホ
ー
ル　

○
定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

８０

○
参
加
費　

無
料

○
保　

育　

１
０
０
円
（
２
歳

以
上
）

　

※
１
月
７
日
（
月
）
ま
で
に

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
担
当
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

○
申
込
方
法　

電
話
、
フ
ァ
ク

ス
、
電
子
メ
ー
ル
（jinken

@
city.zam

a.kanagaw
a.

jp

）
ま
た
は
直
接
担
当
へ　

担
当

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

1
0
4
6（
2
5
2
）8
7
2
4

5
0
4
6（
2
5
2
）7
6
4
1

ごご
みみ
なな
どど
のの
年年
末末
年年
始始
収収
集集
日日
程程

燃えないごみプラスチック製
容器包装ペットボトル缶・瓶・紙・布・ 

廃食油燃えるごみ地　区

１２月２６日（水） 

１月３０日（水）

１２月２５日（火） 

１月８日（火）

１２月２８日（金） 

１月４日（金）

１２月１９日（水） 

１月９日（水）

１２月３０日（日） 

１月７日（月）
相模が丘Ａ

１２月２８日（金） 

１月２５日（金）

１２月２５日（火） 

１月８日（火）

１２月２６日（水） 

１月９日（水）

１２月２１日（金） 

１月４日（金）

１２月３０日（日） 

１月７日（月）

ひばりが丘、
小松原、広野
台、さがみ野

Ｂ

１２月２７日（木） 

１月３１日（木）

１２月２５日（火） 

１月８日（火）

１２月２８日（金） 

１月４日（金）

１２月２０日（木） 

１月１０日（木）

１２月２９日（土） 

１月５日（土）

東原、南栗原、
西栗原、栗原
中央

Ｃ

１２月２５日（火） 

１月２９日（火）

１２月２７日（木） 

１月１０日（木）

１２月２８日（金） 

１月４日（金）

１２月１８日（火） 

１月８日（火）

１２月２９日（土） 

１月５日（土）
入谷、立野台Ｄ

１２月２４日（月） 

１月２８日（月）

１２月２７日（木） 

１月１０日（木）

１２月２６日（水） 

１月９日（水）

１２月１７日（月） 

１月７日（月）

１２月２８日（金） 

１月４日（金）

座間、新田宿・
四ツ谷、明王、
緑ケ丘、相武
台、栗原

Ｅ

※Ｃ・Ｄ地区は１２月２９日（土）、Ａ・Ｂ地区は１２月３０日（日）に燃えるごみの臨時収集を行います。

担
当

国
保
年
金
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
3
5

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

付付
加加
年年
金金
老
後
を
豊
か
に
す
る
た
め
に

担
当

広
聴
人
権
課

1
0
4
6（
2
5
2
）8
0
8
7

5
0
4
6（
2
5
2
）0
2
2
0

人人
権権
啓啓
発発
講講
演演
会会

他
人
を
思
い
や
る
豊
か
な
心
を

講師の森さん

担
当

消
防
管
理
課

1
0
4
6（
2
5
6
）2
2
1
1

5
0
4
6（
2
5
6
）2
2
1
5

火
災
に
遭
わ
ず
に
新
年
を
迎
え
る
た
め
に

歳歳
末末
火火
災災
特特
別別
警警
戒戒

担
当

介
護
保
険
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
8
4

5
0
4
6（
2
5
2
）8
2
3
8

フフ
レレ
イイ
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー
養養
成成
講講
座座

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
て
楽
し
く
社
会
参
加
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0120（867）860 　503（3562）8435
※ファミリー・ケア・ネットワーク（ http://fa
milycare.sociohealth.co.jp/）から「ＷＥＢ健
康相談」を利用できます。 6桁の番号には「867
860」と入力してください。
担当　医療課　☎046（252）7295　5046（252）7043

座間市24時間健康電話相談2

※聴覚障がいのある方は、専用ファクス5119へお問い合わせください。
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

◆夜 間

月曜～金曜日    ：午後 7時～ 9時45分
土曜・日曜日、祝・休日：午後 6 時～ 9時45分

休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（252）9090内 科

午後 6時～10時 （診療時間）外 科
月曜～金曜日    ：午後 7時～ 9時45分
土曜・日曜日、祝・休日：午後 6 時～ 9時45分

休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（255）9933小児科

（外科系を除く）

受付時間診療場所電話番号診療科目

消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。

◆休日（日曜日・祝日）昼間（12月29日（土）～平成31年 1 月 3 日（木）を含む）
受付時間診療場所電話番号診療科目

午前 9 時～11時45分、午後 2時～ 4時45分休日急患センター
（市民健康センター１階）

1046（252）9090内科・外科
午前 9 時～11時45分、午後 2時～ 4時30分1046（252）8217歯 科
午前9時～正午、午後 2時～5 時（診療時間）

午前9 時～11時45分、午後2時～4 時45分休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（255）9933小児科

（外科系を除く）

耳鼻咽喉科・ 消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。婦人科・眼科

救急診療 担当 医療課　1046（252）7295　5046（252）7043

◆深 夜

午後10時～翌日午前 8時消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。　内科・外科

小児救急情報センター1046（255）9933でご確認ください。小児科
（外科系を除く）

受付時間診療場所診療科目

午後10時～翌日午前 7時
 （重病の場合は午前 8 時）

※当番医療機関により異なる場合があります。
受付・診療時間は必ず当番医療機関へお問い合
わせください。

担当　健康づくり課 　☎046（252）7225　 046（255）3550
受け付け＝開始10分前まで　ところ＝市民健康セ
ンター　対象＝初産で妊娠18〜35週の方と夫　受
講料＝300円（テキスト代）　持ち物＝母子健康手
帳、筆記用具　申込方法＝平成31年 1 月 9 日（水）
までに電話で担当へ

とき＝12月26日（水）午前10時〜11時30分　とこ
ろ＝市民健康センター　内容＝子育ての悩みや出
来事などを保健師や助産師と語り合う　対象＝ 1
歳ぐらいまでの2,500グラム未満で生まれた乳児と
多胎児（双子を含む）、その家族　持ち物＝母子
健康手帳、バスタオル　申込方法＝電話で担当へ

とき＝随時　ところ＝市民健康センター　内容＝
食事療法や健康全般について栄養士・保健師へ相
談　持ち物＝健康手帳（持っていない方には当日
発行）　申込方法＝電話で担当へ

ぴよぴよ・チェリー教室

個別健康相談

とき＝12月25日（火）午後 1時15分〜 2 時15分受
け付け（時間厳守）　ところ＝市民健康センター
対象＝平成30年 6 月生まれ（対象者には個別通知）
と対象月に受けられなかった 1歳未満児

とき＝平成31年 1 月10日（木）午前10時〜11時30
分（受け付けは午前 9時30分〜 9 時50分）　とこ
ろ＝市民健康センター　内容＝離乳食の作り方・
すすめ方、子どもの発達や予防接種について　対
象＝おおむね 5 〜 6 カ月児とその保護者　定員＝
20人（申込順）　持ち物＝母子健康手帳、ティー
スプーン　申込方法＝電話で担当へ

BCG接種

赤ちゃん教室

とき＝平成31年 1 月10日（木）午後 2時〜 3 時30
分（受け付けは午後 1時20分〜 1 時45分）　とこ
ろ＝市民健康センター　内容＝離乳食の作り方・
すすめ方、育児について　対象＝おおむね 7 〜 8
カ月児とその保護者　定員＝20人（申込順）　持
ち物＝母子健康手帳、ティースプーン　申込方法
＝電話で担当へ

もぐもぐ教室

ハローベビークラス（母親父親教室）
と　き 内　容

平成31年 1 月12日 （土）
午前 9時30分〜11時30分

妊娠中に知っておきたいこと、
歯のケアについて

平成31年 1 月26日 （土）
午前 9時30分〜11時30分

体重管理のこつ、骨とカルシ
ウムについて

平成31年 2 月 2 日 （土）
午前 9時30分〜11時30分 出産のイメージをつけよう

平成31年 2 月 9 日 （土）
午前 9時30分〜11時45分

赤ちゃんの沐
もく

浴
よく

、妊婦疑似体
験、これからに向けて

　本紙 8 面に掲載する赤ちゃんの写真を募集
します（申込順）。
○対　象　市内に在住する申込時に 1歳未満
の赤ちゃん

○申込方法　写真の裏面へ保護者の住所・氏
名・電話番号、赤ちゃんの氏名（ふりがな）・
生年月日を明記し、〒252−8566座間市役所
市政戦略課宛てに郵送または直接担当へ
　※応募写真は返却しません。
担当� 市政戦略課
� ☎046（252）8321　5046（255）5090

　歯周病や歯列などの診察を行う「成人歯科
健康診査」の受診は、12月の最終診療日まで
です。詳しくは、指定医療機関または担当へ
お問い合わせください。
○対　象　 4 月 1 日現在で40歳以上の歯科治
療中でない方（一人年 1回）

○受診料　500円
○受診方法　事前に医療機関へ電話予約後、
5月に対象者へ送付した受診券を持参

担当� 健康づくり課
� ☎046（252）7225　5046（255）3550

　大和斎場は、年末年始に以下の通り業務を行います。詳しくは、問い合わせ先へお問い
合わせください。

（○−使用可、×−使用不可）

※組織市とは座間・綾瀬・海老名・大和市をいいます。
○問い合わせ先　大和斎場　☎046（264）5566
担当� 健康づくり課　☎046（252）7995　5046（255）3550

　平成31年に小・中学校へ入学する方を対象として、
12月中旬に「就学通知書」を送付します。同通知書に
記載した指定校の入学式へ持参してください。国・県・
私立学校へ入学予定の方は、区域外就学の届け出が必
要です。同通知書と入学予定の学校が発行する「入学
承諾書」を担当へ持参してください。
　次に該当する方は、担当へお問い合わせください。
・記載内容に誤り・不明点がある。
・同通知書を紛失した。
・12月中旬に届かない。
・入学前に住所変更を予定している。
・指定校の変更について相談したい。　
※指定校変更について詳しくは、本紙11月15日号 3 面
「指定校の変更」をご覧になるか、担当へお問い合わ
せください。

担当� 学校教育課
� ☎046（252）8739　5046（252）4311

こんにちは赤ちゃん写真募集

成人歯科健康診査

大和斎場の年末年始業務体制 就学通知書

と　き
火葬炉 式　場

※組織市内 組織市外 通　夜 告別式

12月31日（月） ○ × × ○

平成31年 1 月 1 日 （火） 〜 3 日 （木） × × × ×

平成31年 1 月 4 日 （金） ○ × ○ ×

平成31年 1 月 5 日 （土） ○ × ○ ○

平成31年 1 月 6 日 （日） ○ × ○ ○
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⑤時間外勤務手当
平成２９年度平成２８年度区　分
２２１，４５８千円２２６，１４７千円支給実績（平成２９年度決算）
３３６，０５２円３５３，３５５円支給職員一人当たりの平均支給年額（平成２９年度決算）

（６）職員の手当の状況（短時間勤務職員を含み、企業職を除く）
①期末手当・勤勉手当

国座　間　市

－
一人当たり平均支給額（平成２９年度）
（市長部局一般行政職給料表適用者）

１，４７４千円

勤勉手当
１．８月分

［０．８５］月分

（平成２９年度支給割合）
期末手当
２．６月分

［１．４５］月分

勤勉手当
１．８月分

［０．８５］月分

（平成２９年度支給割合）
期末手当
２．６月分

［１．４５］月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などの加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などの加算措置
※［　］内は、再任用勤務職員に係る支給割合です。

②退職手当（平成３０年４月１日現在）
国座間市
応募認定・定年
２４．５８６８７５月分
３３．２７０７５月分
４７．７０９月分
４７．７０９月分

自己都合
１９．６６９５月分
２８．０３９５月分
３９．７５７５月分
４７．７０９月分

定年など
２４．５８６８７５月分
３３．２７０７５月分
４７．７０９月分
４７．７０９月分

勧　奨
２４．５８６８７５月分
３３．２７０７５月分
４７．７０９月分
４７．７０９月分

自己都合
１９．６６９５月分
２８．０３９５月分
３９．７５７５月分
４７．７０９月分

（支給率）
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

定年前早期退職特例措置
（２～４５％加算）

定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）その他の加算措置

　２３，１０３千円支給実績なし８，７９８千円一人当たり平均支給額
※退職手当の一人当たり平均支給額は、平成２９年度に退職した全会計職員に支給した平均額です。

③地域手当（平成３０年４月１日現在）
　地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価などを考慮して支給
する手当です。

３９２，９７０千円支給実績（平成２９年度決算）
４６１，２３２円支給職員一人当たりの平均支給年額（平成２９年度決算）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域
１２％８５２人１２％座間市全地域

④特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）
全職種区　分

８，３１２千円支給実績（平成２９年度決算）
５４，３２７円支給職員一人当たりの平均支給年額（平成２９年度決算）
１７．１％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２９年度）

徴収等手当、感染症等業務手当、有害毒薬物取扱手当、行旅死亡人等取
扱手当、消防出動等手当、防災活動手当、福祉業務手当、死体取扱手当手当の種類

（７）特別職の報酬などの状況（平成３０年４月１日現在）
退職手当支給方法
（任期ごとに支給）

期末手当支給割合
（平成２９年度）給料（報酬）月額区　分

在職年数×給料月額×４００／１００
４．３月分

９２１，０００円市　長
在職年数×給料月額×３００／１００７４４，０００円副市長
在職年数×給料月額×２００／１００６９６，０００円教育長

４．３月分
５４１，０００円議　長
４５０，０００円副議長
４１９，０００円議　員

市市のの人人事事行行政政のの運運営営状状況況
　市では、「職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況」を、その
公正性と透明性を高めることを目的に公表しています。このたび、その内
容がまとまりましたので、市民の皆さんにお知らせします。なお、さらに
詳しい内容については、市役所４階職員課や各出張所の他、市ホームペー
ジでもご覧になれます。
担当 職員課　1０４６（２５２）７９１１　5０４６（２５５）３５５０

（２）採用者の状況（平成３０年４月１日現在）
※「行政職」とは事務職、技術職、保育士、保
健師、消防士などを、「技能労務職」とは自動
車運転手、環境整備員、給食調理員などをいい、
採用方法は試験による採用です。

平成２９年度平成２８年度
３９人４８人行　政　職
０人０人技能労務職
３９人４８人合　　　計

（３）退職者の状況（平成２９年度）
合　計その他自己都合退職勧奨退職定年退職
３４人４人１２人０人１８人行　政　職
２人０人０人０人２人技能労務職
３６人４人１２人０人２０人合　　　計

※「定年退職」とは定年（原則６０歳）での退職を、「勧奨退職」とは人事管理目的での退職勧奨
に応じた退職を、「自己都合退職」とは本人の都合による退職を、「その他」とは死亡による退
職などをいいます。

（２）職員給与費の状況 （普通会計決算）
一人当た
り給与費
Ｂ／Ａ

給　　与　　費職員数
Ａ区　分

計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

７，１３６千円５，１８７，９１２千円１，２５１，３０２千円１，０３１，１１７千円２，９０５，４９３千円７２７人２９年度
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成２９年４月１日現在の人数です。給与費に
ついては、任期付短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員）の給与費が含まれており、職員数に
は同職員を含みません。

（３）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）
平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分
３９９，９４４円３１２，５５０円４０．０歳一般行政職
４１６，１７６円３３１，３６５円５１．４歳技能労務職

※「平均給料月額」は、職種ごとの職員の基本給の平均です。「平均給与月額」は、給料月額と
毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したも
のです。

（４）職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）
国座間市区　分

総合職（大卒）１８３，７００円
一般職（大卒）１７９，２００円１８３，７００円大学卒

一般行政職
一般職（高卒）１４７，１００円１５６，８００円高校卒

－学校給食調理員に３３歳で
採用の場合 １８２，６００円

技能労務職（職種および採用時
の年齢によって異なる）

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （平成３０年４月１日現在）
経験年数３０年経験年数２５年経験年数２０年経験年数１０年区　分
４１３，１５０円４０１，２２５円３５０，６７５円２６５，７３６円大学卒

一般行政職
３９０，２００円３６４，２３３円３４０，０３３円２２３，２５０円高校卒
３２１，２５０円３０９，１８３円３１８，６００円－　円高校卒技能労務職

※経験年数１０年の技能労務職員は在籍していません。

１　職員数および職員の任免に関する状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

主　な　増　減　理　由対前年
増減数

職　員　数区分
部門 平成３０年平成２９年

派遣職員増員のため
賦課体制の強化のため
欠員不補充のため
欠員不補充のため
欠員不補充のため

３
１
△２
△２
△１

６
１４１
３５
１６２
９０
４
６
４１

６
１３８
３４
１６４
９２
５
６
４１

議 会
総務・企画
税 務
民 生
衛 生
農林水産
商 工
土 木

一
　
般
　
行
　
政

普　

通　

会　

計
〈参考〉人口１万人当たり職員数 ３７．５人△１４８５４８６計
学校給食に係る業務体制強化のため１８９８８教　育
消防機能強化・充実のため１１５４１５３消　防
〈参考〉人口１万人当たり職員数 ５６．３人１７２８７２７小　計
上水道事業体制の強化のため２３１

７
４２

２９
７
４２

水　道
下水道
その他

公
営
企
業
等

会
計

　２８０７８小　計

〈参考〉人口１万人当たり職員数 ６２．４人３８０８
［８７３］

８０５
［８７３］合　　計

※職員数には教育長を含みません。［　　］内は、職員定数の合計です。

２　職員の給与の状況
（１）人件費の状況
　人件費は、職員や特別職に支給する給与など、職員が加入する地方共済組合に事
業主として支払う負担金などを合計したものです。 （普通会計決算）

（参考）
２８年度人
件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人　件　費
Ｂ実質収支歳　出　額

Ａ
住民基本台帳人口
（平成３０年１月１日）区　分

１７．８％１６．７％７，０９２，８７９千円１，０８４，８０５千円４２，４３５，９３１千円１３０，５１９人２９年度

⑥その他の手当（平成３０年４月１日現在）
国の制度内容と支給単価区　分
６，５００円１３，９００円配偶者

扶養手当

子 １０，０００円
それ以外　６，５００円７，５００円配偶者以外の扶養

親族
子 １０，０００円

それ以外　６，５００円１１，２００円配偶者がない職員の
扶養親族のうち一人

５，０００円５，５００円
満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの
子に対する加算額

－－持ち家

住居手当
家賃２３，０００円以下：家賃－１２，０００円
家賃２３，０００円を超え５５，０００円未満：
（家賃－２３，０００円）×１／２＋１１，０００円
家賃５５，０００円以上：２７，０００円

家賃２７，０００円未満：
家賃額

家賃２７，０００円以上：
２７，０００円

借家・借間

運賃等相当額
（上限額：５５，０００円）

運賃等相当額
（上限額：５５，０００円）

交通機関などの利用者
（片道２㎞以上）通勤手当 通勤距離の区分に応じて

２，０００円～３１，６００円
通勤距離の区分に応じ
て３，５００円～３１，６００円

自動車などの利用者
（片道２㎞以上）

１３９，３００円を上限として定額

８６，０００円部　長

管理職手当

７６，０００円次　長
７０，０００円参　事
６４，７００円課　長
５９，７００円主幹・技幹
４８，６００円副主幹・副技幹

上限額：２７，０００円
８，０００円（４，０００円）部長、次長、参事

週休日・
休日勤務

管理職特別
勤務手当
※（　）内
は、４時間
未満の勤務

６，０００円（３，０００円）課長、主幹・技幹
４，０００円（２，０００円）副主幹・副技幹

 上限額：６，０００円
６，０００円部長、次長、参事

平日深夜
勤務 ５，０００円課長、主幹・技幹

４，０００円副主幹・副技幹

３　公平委員会の業務状況
　市では、公平委員会の事務を県人事委員会に委託して処理しています。
●勤務条件に関する措置の要求の状況　職員は、給与などの勤務条件に関して公
平委員会に当局が措置を講じるよう要求することができます。平成２９年度につ
いては、係属案件および新規申立はありませんでした。
●不利益処分に関する不服申し立ての状況　職員は、懲戒その他その意に反する
不利益な処分に関して、公平委員会に不服を申し立てることができます。平成
２９年度については、係属案件および新規申立はありませんでした。
●苦情処理の状況　職員は、任用・給与・勤務時間・服務・その他勤務条件など
の人事管理全般に関する苦情の申し出および相談を公平委員会にすることがで
きます。
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　市と市民団体アクティヴ・ママでは、相互提案型協働事業として、外国
籍の親子への理解を深めるために、多国籍親子支援事業「Tomodachi  
Salon」を開催しています。今回は、外国籍の母親が、母国のあいさつや
文化を紹介する他、「松ぼっくりツリー作り」などを行います。
○と　き　１２月２０日（木）午前１０時～正午
○ところ　ハーモニーホール座間２階　大和室
○対　象　市内在住の外国籍の親子、日本人親子（大人だけの参加可）
○参加費　無料
○参加方法　当日直接会場へ
○問い合わせ先　アクティヴ・ママ　1０７０（１４８９）９５７３
　※日本語での会話が不安な方は、電子メール（active_mama_zama@ 
yahoo.co.jp）でお問い合わせください。

担当 渉外課　1０４６（２５２）８０３５　5０４６（２５５）３５５０

市市市市市市市市民民民民民民民民ととととととととととととととととももももももももににににににににつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるるままままままままちちちちちちちち市民とともにつくるまち

　市と市民団体アクティヴ・ママでは、相互提案型協働事業として、外国
籍の親子への理解を深めるために、多国籍親子支援事業「国際交流～親子
茶道体験」を開催します。
○と　き　平成３１年１月２６日（土）午後２時～３時３０分
○ところ　ハーモニーホール座間２階　大・小和室
○内　容　茶道体験、日本の昔遊び（折り紙、けん玉、かるたなど）
○対　象　市内在住の外国籍の親子、日本人親子（大人だけの参加可）
○参加費　無料
○申込方法　代表者名（ふりがな）、住所、電話番号、人数、国籍、子ど
もの年齢を明記し、１月１５日（火）までに電話または電子メール（acti 
ve_mama_zama@yahoo.co.jp）で問い合わせ先へ

○問い合わせ先　アクティヴ・ママ　1０７０（１４８９）９５７３

担当 渉外課　1０４６（２５２）８０３５　5０４６（２５５）３５５０

市市市市市市市市民民民民民民民民ととととととととととととととととももももももももににににににににつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるるままままままままちちちちちちちち市民とともにつくるまち

　恒久平和と核廃絶を目的に実施した原水爆禁止募金へ２８２万５，１６３
円（１１月１５日現在）の貴重な浄財が寄せられました。
　頂いた浄財は、広島・長崎市への援助金や市内被爆者への見舞金
などに活用させていただきます。
　同募金へのご理解とご協力ありがとうございます。

担当 広聴人権課　1０４６（２５２）８０８７　5０４６（２５２）０２２０
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　市では、自殺者の減少やより生きやすい社会の構築を目指して、
（仮称）座間市自殺対策計画の策定を進めています。
　このたび、同計画の素案を作成しましたので、市民の皆さんから
の意見を募集します。皆さんから頂いたご意見に対する市の考えは、
市ホームページなどで公表します。
◯意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所な
どを有する法人またはその他の団体、公募事案に利害関係を有す
る方
○募集期間　１２月２５日（火）～平成３１年１月２５日（金）
○閲覧場所　市役所１階障がい福祉課・市民情報コーナー、各出張
所、市公民館、北・東地区文化センター、図書館、青少年センタ
ー、各コミュニティセンター（市ホームページで閲覧可）
○意見の提出方法　住所、氏名（法人などは名称と代表者名）、電
話番号を明記し、任意の書式で〒２５２－８５６６座間市役所障がい福祉
課宛てに郵送、ファクスまたは直接担当へ（市ホームページから
電子申請可）
　※市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名と所在地、
法人などは所在地を加えてご記入ください。

担当 障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３
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石けんなどの分解性の高い洗剤への
転換の推進について、ご理解、ご協
力をお願いします。
担当 環境政策課

1０４６（２５２）７６７５　5０４６（２５７）７７４３

「座間市障がい児・者基幹相談支援
センター」公募型プロポーザル

　市では、「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための
法律第７７条の２」の規定に基づき、
地域における中核的な役割を担う座
間市障がい児・者基幹相談支援セン
ターの設置を予定しており、平成３１
年度からの実施に向け、公募型プロ
ポーザルを行います。
　センターは、障害種別に関わらず、
一貫した相談支援や権利擁護のため
に必要な援助、関係機関のネットワ
ークづくりおよび地域づくりを推進
し、障がい児・者が住み慣れた地域
で安心して暮らせる地域支援体制の
構築を目指します。詳しくは、市役
所１階障がい福祉課で配布する実施
要領（市ホームページからダウンロ
ード可）をご確認ください。
受付開始日＝１２月１７日（月）
担当 障がい福祉課

1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

障がい者の就労相談

　市では、就労支援相談員が障がい
者の就労に関する相談を受け付けま
す。また、毎月第３木曜日には予約
制で就労援助機関の出張相談を受け
付けています。
とき＝毎週月曜・火曜・木曜日午前
１０時～正午、午後１時～３時　対象
＝障がい（身体、知的、精神など）
や難病がある方　内容＝仕事をした
いが何をしたらよいか分からない、
仕事に関して相談する場が欲しいな
どの仕事に関する相談　申込方法＝
電話、ファクスまたは直接担当へ
担当 障がい福祉課

1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

発達障害

　乳幼児期（４カ月検診後～１歳６
カ月）の運動発達面での心配につい
て、理学療法士が相談に応じます。
とき＝平成３１年１月４日（金）午前
９時～正午　ところ＝市民健康セン
ター　申込方法＝電話で担当へ
担当 障がい福祉課

1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

平成３１年座間市成人式

　新成人を祝い励ますために、平成
３１年成人式を次の通り開催します。
式典当日は、１１月に送付した案内状
を持参してください。※案内状が手
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12
日 月 火 水 木 金 土  

元に無い場合は、生年月日が分かる
もの（健康保険証など）を当日持参
すれば出席できます。
とき＝平成３１年１月１４日（月）午前
１１時から（受け付けは午前１０時から） 
ところ＝ハーモニーホール座間大ホ
ール※会場周辺道路の混雑が予想さ
れるため、車での来場はご遠慮くだ
さい。※式典は静粛に執り行います
ので、ご協力ください。
担当 青少年課

1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

甲種防火管理新規講習

とき＝平成３１年１月２４日（木）・２５
日（金）　ところ＝サニープレイス
座間　定員＝１００人（申込順）　受講
料＝７，５００円（テキスト代含む）　申
込方法＝１２月１２日（水）・１３日（木）に
消防庁舎４階予防課、東・北分署で
配布する申請書（問い合わせ先ホー
ムページ（http://www.n-bouka.or. 
jp/） からダウンロード可） に必要事
項を記入しファクスまたは直接問い
合わせ先へ　問い合わせ先＝（一財）
日本防火・防災協会（東京都港区虎
ノ門２－９－１６　日本消防会館５階） 
1０３（３５９１）７１２１5０３（３５９１）７１３０
担当 予防課

1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

消防車・救急車出動件数

火災・災害情報の問い合わせは、テ
レホンサービスへ1０４６（２５１）１３９９

�

市ソフトバレー大会

とき＝平成３１年１月１９日（土）午前
９時３０分から（午前９時受付開始） 
ところ＝スカイアリーナ座間　対象
＝市内在住者　部門＝ジュニア（小
学生）の部、一般（中学生以上）初
心者の部、一般経験者の部、ファミ
リー（小学生と大人）の部※中学生
以上は二人まで試合出場可。　チー
ム編成＝１チーム４～６人※登録・ 
試合出場とも女性が一人以上。　持
ち物＝室内用運動靴、着替え、飲み
物　申込方法＝１２月２７日（木）まで
に市役所２階スポーツ課と市内小学
校で配布する申込用紙（市ホームペ
ージからダウンロード可）、参加承
諾書（中学生以下）に必要事項を記

お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則として祝・休日や年末年始を除く月曜～金曜日の午前８時３０分～
午後５時１５分にお願いします。なお、ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。

修に伴う減額と同時には適用されま
せん。バリアフリー改修と省エネ改
修は同時に適用されます。
担当 固定資産税課

1０４６（２５２）８０４７　5０４６（２５５）３５５０

長期優良住宅に対する
固定資産税（家屋）の減額措置

　長期にわたって良好な状態で使用
される構造などを備えた良質な住宅
の普及を促進するため、一定の要件
を満たす新築住宅について固定資産
税を減額する制度があります。
○要件
【住宅の種類】
　平成２１年６月４日～平成３２年３月
３１日の間に新築された住宅で、「長
期優良住宅の普及の促進に関する法
律」の規定に基づき、耐久性・安全
性などの住宅性能が一定基準を満た
すものとして県の認定を受けて新築
された住宅※住宅部分と住宅以外の
部分がある場合（併用住宅など）は、
居住部分の割合が全体の床面積の２
分の１以上である必要があります。
【床面積】
▽専用住宅＝５０平方メートル以上（一 
戸建て以外の貸家住宅は４０平方メー
トル以上）２８０平方メートル以下▽併
用住宅＝居住部分の床面積が５０平方
メートル以上２８０平方メートル以下
○減額される範囲と税額
▽居住部分が１２０平方メートル以下の 
場合＝固定資産税（家屋）の２分の
１▽居住部分が１２０平方メートルを超 
え２８０平方メートル以下の場合＝１２０
平方メートル相当分の固定資産税（家 
屋）の２分の１※１２０平方メートルを
超える部分は減額されません。
○減額される期間
▽一般の住宅＝新築後５年度分▽３
階建て以上の中高層耐火・準耐火建
物＝新築後７年度分
○申請方法
　新築した年の翌年の１月３１日まで
に、県から長期優良住宅の認定を受
けて建てられたことを証する認定通
知書（写し）を添えて市役所２階固
定資産税課で配布する申告書（市ホ
ームページからダウンロード可）を
直接担当へ※長期優良住宅に対する
減額措置は、新築住宅の減額措置に
代えて適用されます。
担当 固定資産税課

1０４６（２５２）８０４７　5０４６（２５５）３５５０

石けん使用の推進について

　日常の炊事や洗濯で何気なく流し
ている生活排水で、河川や湖を汚さ
ないよう、県では、「神奈川県洗剤
対策推進方針」を定め、石けん使用
の拡大など洗剤対策を進めています。

ざまりんへ年賀状を

　市では市マスコットキャラクター
ざまりんへの年賀状を受け付けてい
ます。年賀状を送った方にはざまり
んが返事を書きます。
送付方法＝平成３１年１月７日（月）
までに年賀はがきを〒２５２－８５６６緑ケ
丘１－１－１座間市役所ざまりん宛
てに郵送（必着）
担当 市政戦略課

1０４６（２５２）８３２１　5０４６（２５５）５０９０

ご利用ください　声の広報

　市では、録音奉仕グループ「泉の
会」に依頼し、「広報ざま」の毎号
全てのページを録音したＣＤを無料
で配布しています。配布希望の方は、
市社会福祉協議会ボランティアセン
ター1０４６（２６６）２００２へお申し込みく
ださい。また、市ホームページから
ダウンロードもできますので、ぜひ
ご利用ください。
担当 市政戦略課

1０４６（２５２）８３２１　5０４６（２５５）５０９０

座間市総合計画

　平成２３年度から１０年間を計画期間
とした第四次座間市総合計画は残り
２年となりました。
　次期総合計画については、市長お
よび市議会議員の任期を考慮し、平
成３５年度から８年間の計画とします。
　平成３３年度から３４年度までの２年
間は、次期総合計画策定期間と位置
づけ、現行の第四次座間市総合計画
の体系を基本とした２年間限定の市
政運営指針を策定し、これに基づい
た行政経営を行います。
　今後も次期総合計画に関して、本
紙などでお知らせしていきます。
担当 企画政策課

1０４６（２５２）８２８７　5０４６（２５５）３５５０

耐震改修などに伴う
固定資産税（家屋）の減額

　耐震改修、バリアフリー改修、省
エネ改修の各工事を行うと、その家
屋についての固定資産税が減額され
る場合があります（都市計画税は減
額されません）。いずれも、固定資
産税減額申告書の提出期限は、改修
工事完了後から３カ月以内です。対
象や要件、提出書類など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか担当
へお問い合わせください。※耐震改
修は、バリアフリー改修や省エネ改

救急車（件）消防車（件）
１月～１１月（累計）１１月１月～１１月（累計）１１月平成
６，０６６４７９６６５５１３０年
５，３９０４８１５９９６３２９年
６７６ー２６６ー１２増減
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を学ぶ　対象＝どなたでも　定員＝
２１組（多数抽選）　参加費＝無料　
申込方法＝電話で問い合わせ先へ　
問い合わせ先＝同センター1０４６ 
（２５７）４８７１
○第２１回市民俳句大会
とき＝平成３１年１月２５日（金）午後
０時３０分～４時　ところ＝市公民館 
内容＝参加者の互選により優秀作品
を選ぶ　対象＝どなたでも　参加費
＝５００円　申込方法＝１月１１日（金）
までに「立春」「梅」「春橙」をテ
ーマに各１句（全３句）をはがきに
記入し〒２５２－０００３ひばりが丘２－４１
－１－７０２桑野宛てに郵送（消印有効） 
問い合わせ先＝1０４６（２５１）５４６７（井
上）
○講演会「子どもの命を守りたい」
とき＝平成３１年１月２７日（日）午後
１時３０分～３時３０分　ところ＝サニ
ープレイス座間　内容＝化学物質が
体に与える影響について　対象＝２０
歳以上の方　定員＝３０人（申込順） 
参加費＝無料　申込方法＝電子メー
ル（bzk１２１７４@yahoo.co.jp）で問 
い合わせ先へ　問い合わせ先＝ＮＰ
Ｏ法人ワーカーズ・コレクティブ風
の子1０８０（３０９０）５５０３（二宮）
○森永乳業料理教室
とき＝平成３１年２月２４日（日）午前
１０時３０分～午後１時３０分　ところ＝
相武台コミュニティセンター　内容
＝洋風肉団子煮込み、ティラミス他 
対象＝高校生以上の方　定員＝２０人
（申込順）　参加費＝６００円（材料費） 
申込方法＝電話または直接同センタ
ーへ　問い合わせ先＝同センター1 

０４６（２５８）３００１

�

　このコーナーに掲載を希望する場
合は、市役所３階市政戦略課で配布
する掲載依頼用紙（市ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を
明記し、市政戦略課に提出してくだ
さい。なお、掲載は申込順で１団体
年１回の掲載ですので、ご了承くだ
さい。
○ウクレレＺＡＭＡ
とき＝毎月第２・４木曜日午後６時
３０分～９時　ところ＝東地区文化セ
ンター　内容＝ウクレレ演奏　対象
＝どなたでも　会費＝入会金千円、
月額千円、年会費千円　問い合わせ
先＝1０４６（２５９）３１００（井上）
○俳画サークル「あやめ」
とき＝毎月第２水曜日午後１時～４
時３０分　ところ＝市公民館　内容＝
俳句と絵を色紙に描く　対象＝どな
たでも　会費＝月額千円、講師によ
るお手本１回千円　問い合わせ先＝ 
1０４６（２５７）０３４３（土屋）
○三世代コーラス
とき＝毎月第２・４土曜日午前１０時
～１１時３０分　ところ＝市公民館　対
象＝どなたでも　会費＝月額２，５００ 
円（高校生以下無料）　問い合わせ
先＝1０４６（２５７）０３４３（土屋）

入し、〒２５２－８５６６座間市役所スポー
ツ課宛てに郵送、ファクスまたは直
接担当へ　※試合の進行状況により、
昼食休憩が入る場合があります。
担当 スポーツ課

1０４６（２５２）８１７７　5０４６（２５５）３５５０

男女共同参画講座 
「私、出来ます！と言いたい！ 
～女性のためのパソコン講座」

とき＝平成３１年１月２６日（土）午前
９時～正午、午後１時～４時　とこ
ろ＝市役所５階５－２会議室　内容
＝パソコン（エクセル）を基礎から
学ぶ　対象＝パソコンのキーボード
で日本語入力、マウス操作ができる
市内在住の女性　定員＝各回１０人（申 
込順）　参加費＝無料　申込方法＝
１２月１７日（月）以降に電話、ファク
ス、電子メール （jinken@city.zam 
a.kanagawa.jp）または直接担当へ
担当 広聴人権課

1０４６（２５２）８０８７　5０４６（２５２）０２２０

文化財講座
「むかしの座間の食生活　～なにを 

食べ、どう生きてきたのか」

　市では、昔から市内の農家で食べ
られてきた伝統的な郷土食を忠実に
再現し、座間の食文化について学ぶ
講座を開催します。
とき＝平成３１年１月２６日（土）午前
９時～正午　ところ＝市公民館　対
象＝小学校高学年以上の方　定員＝
２５人（申込順）　参加費＝無料　申
込方法＝１月２５日（金）までに電話、
ファクスまたは直接担当へ
担当 生涯学習課

1０４６（２５２）８４３１　5０４６（２５２）４３１１

�

◆公民館クリスマスおはなし会
とき＝１２月１９日（水）①午前１１時か
ら②午後２時３０分から　内容＝パネ
ルシアター、クリスマスおはなし会、
わらべ歌など　対象＝①乳幼児②幼
稚園児～小学生　入場＝自由

�

◆わいがやエクスチェンジ
とき＝１２月１９日（水）午前１０時３０分
～正午　内容＝日頃愛用していた物、 
思い出の品物、贈答品などで不要に
なった物の交換　参加方法＝品物を
直接同センターへ
◆日曜科学教室
とき＝１月２０日、２月１７日、３月１７
日いずれも日曜日午前９時３０分～正
午　内容＝磁石について学ぶ　対象
＝小学校１～３年生（保護者参加可） 
持ち物＝筆記用具　参加費＝１，５００円 
（テキスト、教材費）　申込方法＝
１月１６日（水）までに電話、ファク
スまたは直接同センターへ

�

◆世界一周おはなしの旅
とき＝１２月２２日（土）午後２時３０分

市公民館
1０４６（２５５）３１３１　5０４６（２５２）２７７６

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１　5０４６（２５３）０７８９

図書館
1０４６（２５５）１２１１　5０４６（２５２）５７０４

～３時　内容＝さまざまな国の話を
素話で聞く「十二のつきのおくりも
の」（スロバキア）、「ミアッカど
ん」（イギリス）　対象＝４歳以上
の方　入場＝自由
◆こどもシアター
とき＝１２月２３日（日）午前１０時３０分
～正午　内容＝眠れぬ夜の小さなお
話、ファーザー・クリスマス　入場
＝自由
◆製本ワークショップ
とき＝平成３１年１月１８日（金）午前
１０時～正午　内容＝和紙を使って和
綴じの本を作る　対象＝中学生以上
の方　定員＝１５人（申込順）　参加
費＝１，５００円（材料費）　申込方法＝
電話、ファクスまたは直接同館へ
◆絵本描き方講座「物語を作ってみ
よう！」

とき＝平成３１年２月８日（金）午前
１０時～正午　内容＝絵本の作り方を
学び、物語を作る　対象＝中学生以
上の方　定員＝１５人（申込順）　参
加費＝２００円（材料費）　申込方法＝
電話、ファクスまたは直接同館へ

�

◆市交通指導員
　市では市内の交通事故防止を図る
ため、交通指導員を組織しています。
各地域で交通指導員として従事する
方を募集します。詳しくは担当へお
問い合わせください。
委嘱期間＝平成３１年４月１日～平成
３４年３月３１日　活動内容＝交通安全
運動期間における街頭指導、キャン
ペーンへの従事、市内のイベントお
よび式典時における交通誘導、交通
安全教室での交通指導他　応募方法
＝各地域の自治会長へ
担当 市民協働課

1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５５）３５５０

�

　市では、一般家庭の生活用品で不
要となった品物のうち、日常生活用
品として再利用できるものについて、 
情報を収集して市民の皆さんに紹介
しています。詳しくは担当へお問い
合わせください。
◆差し上げます
猫飼育用品、ベッド用スノコ、ジョ
イントマット、琴
◆希望します
ろくろ、柔道着、かご付き自転車、
ベビークーハン、プロパン用ガスコ
ンロ、打楽器、ギター

�

◆地域福祉ふれあい基金へ
▽１２万円＝有限会社日栄ハイム
◆地下水保安対策基金へ

善意のともしび 
（敬称略） 

▽５万円＝スーパーＤ’ステーショ
ン座間店
◆ふるさとづくり基金へ
▽５万円＝野島巧▽１万円＝有限会
社倉内工業▽非公開＝株式会社イザ
ワ

�

　このコーナーに掲載を希望する場
合は、掲載希望号発行日の１カ月と
１日前までに、市役所３階市政戦略
課で配布する掲載依頼用紙（市ホー
ムページからダウンロード可）に必
要事項を明記し、市政戦略課に提出
してください。なお、必ず掲載でき
るものではありませんので、ご了承
ください。
○運転ワーカー募集
応募資格＝運転歴７年以上の普通自
動車運転免許所持者で、２年以内に
免許停止処分を受けていない６９歳以
下の方　業務内容＝移動困難な高齢
者、障がい者などの外出時に当法人
所有の福祉車両や運転ワーカー所有
の自家用車を使って外出支援※賃金、
勤務時間など詳しくは問い合わせ先
へお問い合わせください。　応募方
法＝電話で問い合わせ先へ　問い合
わせ先＝ＮＰＯ法人ワーカーズ・コ
レクティブたすけっと1０４６（２５４） 
１２３６（受け付けは月曜～金曜日午前
９時～午後５時）
○地域活動支援センターかざぐるま
非常勤職員募集
募集人数＝若干名　応募資格＝普通
自動車運転免許所持者でパソコン操
作ができ、障がい者に理解がある方 
業務内容＝知的障がい者の日中活動
支援、送迎、納品他　※賃金、勤務
時間、応募方法など詳しくは問い合
わせ先へお問い合わせください。　
勤務場所＝ＮＰＯ法人障健会かざぐ
るま（緑ケ丘１－１１－１９）　問い合
わせ先＝ＮＰＯ法人障健会かざぐる
ま1０４６（２５５）６１６０（野原）
○新田宿サロン
とき＝１２月２０日（木）午後１時３０分
～４時　ところ＝特別養護老人ホー
ム第二座間苑　内容＝地域の方が自
由に集い語る場　対象＝どなたでも 
定員＝３０人　参加費＝１００円（お茶代
他）　入場＝自由　問い合わせ先＝
市新田宿包括支援センター1０４６ 
（２５６）９００７
○市シルバー人材センター出張入会
説明会
とき＝１２月２１日（金）午前１０時～午
後０時３０分　ところ＝市民健康セン
ター　内容＝出張入会説明会　対象
＝市内在住の６０歳以上の方　定員＝
２０人（申込順）　参加費＝無料　申
込方法＝電話で問い合わせ先へ　問
い合わせ先＝（公社）市シルバー人
材センター1０４６（２５４）５３６１
○しめ縄飾り教室
とき＝１２月２３日（日）午前１０時～正
午　ところ＝新田宿・四ツ谷コミュ
ニティセンター　内容＝しめ縄作り

みんなの広場 
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座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番１号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）
☎046（255）1111（代）　5046（255）3550　URL     　http://www.city.zama.kanagawa.jp/　　http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/
◆開庁時間　月曜～金曜日（祝・休日と年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分（第2・第4土曜日の午前中は一部業務を実施）
★市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、総合福祉センターはサニープレイス座間、ふれあい会館はコミュ
ニティプラザと表記します。問い合わせは､ 特に記載がなければ、開庁時間内にお願いします。 検索検索座間市ホームページ

広報広報広報広報

年末年始の公共施設等業務日程年末年始の公共施設等業務日程
年末年始の年末年始の

住民票等自動交付機・住民票等自動交付機・
コンビニでのコンビニでの

証明書発行停止期間証明書発行停止期間

　年末年始は、以下の日程で自動交付機・
コンビニエンスストアでの証明書の発行サ
ービスが利用できません。ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。
○停止期間　▽市役所アトリウム内自動交
付機＝12月31日（月）～平成31年 1 月 3
日（木）▽コンビニエンスストア（セブ
ンーイレブン、ローソン、ファミリーマ
ート、ミニストップ、イオン（本州およ
び四国の店舗のみ））＝12月29日（土）
～平成31年 1 月 3 日（木）

担当 戸籍住民課
 ☎046(252)8083　5046(255)3550

施設名 12月28日 (金) 12月29日 (土) ～平成
31年 1 月 3 日 (木) 1 月 4 日 (金)

市役所、出張所 ○ × ○
スカイアリーナ座間 ○ × ○
ハーモニーホール座間 ○ × ○
栗原遊水地スポーツ広場、テニスコート × × ×
座架依橋壁打ちテニス練習場 × × △
相模川グラウンド、多目的広場 × × ○
中学校夜間照明 ○ × ○
ひまわり公園テニスコート ○ × △
座間市民活動サポートセンター ○ × ○
各コミュニティセンター × × ×
リサイクルプラザ ○ × ○
市民健康センター（保健部門） ○ × ○
サニープレイス座間 ○ × ○
各児童館 ○ × ○
各ざまりんのおうち（子育て支援センター） ○ × ○
ザマフレンド号（コミュニティバス） ○ × ○
図書館 ○ × ○
市公民館、北・東地区文化センター ○ × ○
青少年センター ○ × ○

※○は開館 ･開場 ･営業日 ､×は休館 ･休場 ･休業日､ △は一部利用できない時間がありを示しています。詳しくは担当へお問い合わせください。

市民リポーター「私が見つけた座間市の魅力」

今年もよかった
枝を切り市庁舎が

丸々見えてきた！イイネ！

𠮷田　もとひろ
平成30年11月 1 日撮影

新田宿

稲葉　勝子
平成30年10月19日撮影

緑ケ丘

笑顔であいさつみんなで協力楽しい自治会 （さがみ野サンハイツ自治会） 
　当自治会は、ひばりが丘小学校の近くにあり、 2棟のマンション住
民で構成。発足から38年ですが当初より、役員は毎年全員交代制でそ
の年度ごとに皆で力を結集し事業を遂行します。春・秋 2回の美化デ
ーを実施。11月には恒例のサンハイツふれあいまつりを集会室で開催。
本当の触れ合いになる程住民の参加があります。今年は 8月に小学生
の夏の思い出にと、プラネタリウム作りと
星座観察会を実施し好評でした。 9月には
みんなで楽しむカローリング大会を開催。
3歳の幼児から78歳の高齢者までが一緒に
なってゲームに夢中になりました。防犯パ
トロールと小学生下校時の見守り立ち番は
毎年実施し、安心・安全なまちづくりに協
力しています。 さがみ野サンハイツ自治会　会長　濱本　孫三

集会室にてカローリング大会

　自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎　自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎55046(252)8751へお問046(252)8751へお問
い合わせください。い合わせください。
担当担当 市民協働課　☎046(252)7966　 市民協働課　☎046(252)7966　55046(255)3550046(255)3550

自治会トピックス
地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域でででででででででででででたたたたたたたたたたたたただだだだだだだだだだだだだいいいいいいいいいいいいいままままままままままままま活活活活活活活活活活活活活躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全・・・・・・・・・・・・・安安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心心ななななななななななななな地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域づづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりり！！！！！！！！！！！！！地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域ででででででででででででたたたたたたたたたたたただだだだだだだだだだだだいいいいいいいいいいいいまままままままままままま活活活活活活活活活活活活躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全・・・・・・・・・・・・安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心なななななななななななな地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域づづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりり！！！！！！！！！！！！

連連連連連連連連連連連連連 載載載載載載載載載載載載載
地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり！


	zama181215_1
	zama181215_2
	zama181215_3
	zama181215_4
	zama181215_5
	zama181215_6-7
	zama181215_8



